
サービス提供者一覧表 

 

   一時預かり事業 ※償還払いのみ 

ご家庭において一時的に保育ができない場合にこども園での一時預かりを行います。 

保育所名 住所 電話番号 利用料 

ここのえみつばこども園 九重町大字引治 508 番地の 1 0973-73-2555 
1,200 円/日 

飯田こども園 九重町大字田野 1624 番地の 9 0973-73-3590 

※ 事前に利用希望園へ申請が必要です。 

※ 希望日によってはご利用できない場合があります。 

 

 

 

 

   病児保育事業 ※償還払いのみ 

保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、

病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育します。 

対象施設はこちらからご確認ください。 

大分県ホームページ https://www.pref.oita.jp/site/byoujitokusetsu/ 

あずかるこちゃん（ﾈｯﾄ予約ｻｰﾋﾞｽ） https://azkl.jp 

子育て支援課 電話番号 76-3828 

※事前に利用希望施設及び子育て支援課へ申請が必要です。 

※希望日によってはご利用できない場合があります。 

 

 

 

 

   ファミリー・サポート・センター事業 ※償還払いのみ 

育児の援助をお願いしたい人（おねがい会員）と育児の援助をしたい人（まかせて会員）

が会員登録し、まかせて会員宅での子どもの預かりや、こども園などへの送迎を行います。 

施設名 住所 電話番号 利用料 

ここのえﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 
大字引治 508 番地の 1 

（子育て交流センター内） 
0973-73-2666 

●平日 7 時～19 時 

  1 時間あたり 600 円 

●土日祝日及び上記時間外 

  1 時間あたり 700 円  

※ 利用には事前の登録と打ち合わせが必要ですので、お早めにご相談ください。 

 

 



 

   おむつ・ミルクの購入 

指定の店舗でおむつ・ミルクを購入する際に使用できます。 

店舗名 住所 電話番号 

ザイツ薬店 九重町大字町田 564 番地の 10 0973-78-8732 

タマヤ薬局 九重町大字右田 725 番地の 6 0973-77-6833 

※ 商品は取り寄せになることもあります。店舗によって取扱いのない商品もありますので

事前に店舗までお問い合わせください。 

 

 

 

 

   地域子育て支援拠点事業 

乳幼児のいる子育て中の親子の交流や育児相談、情報提供等を実施しています。 

地域子育て支援拠点で行う特別活動等で実費負担がある場合に使用できます。 

施設名 住所 電話番号 

ここのえ子育て交流センター 大字引治 508 番地の 1 0973-73-2666 

 

 

 

 

母乳マッサージ 

母乳マッサージや卒乳の手当に利用できます。 

助産院名 住所 電話番号 利用料 

といろ助産院 玖珠町大字塚脇722番地の1 0973-72-6140 

●初診料 1,000 円 

●おっぱいケア ３,000 円 

●おっぱいサロン 1,000 円 

●往診料 1,000 円/回 

 

※初診料、往診料は母乳マッサー

ジに係る場合のみ対象です。 

※ 事前予約が必要です。 

※ 詳しくは助産院へお尋ねください。 

 

 

 

 



 

   ベビーマッサージ 

ベビーマッサージに利用できます。 

スクール名 住所 電話番号 

RTA 指定スクール COCORO 大字引治 506 番地   78-8766 （五十川） 

※詳しくは電話にてお尋ねください。 

※クーポンの対象となるものは、ベビーマッサージに係る施術のみです。 

※クーポンの利用は１回 3,000 円を上限とします。 

 

 

 

 

   読み聞かせ絵本の購入 

指定の書店で絵本を購入する際に使用できます。 

『絵本一覧表』を参考にしてください。一覧表以外の絵本も対象となります。 

店舗名 住所 電話番号 

日野書店 九重町大字恵良 417 番地の 1 76-2364 

㈲日野文具店 九重町大字右田 714 番地の 1 77-6902 

※希望する絵本が店頭にない場合は、注文での対応となりますので、ご了承ください。 

 

 

 

 

   育児支援月刊誌配本事業 

赤ちゃんの成長段階にあわせて、月齢別育児情報誌「わくわく育児」を毎月（×12 回）お

届けします。〔初回〕3 ヵ月号～〔最終回〕1 歳 2 ヵ月号 

サービス提供者名 住所 電話番号 利用料 

㈱社会保険出版社 

（申込先：子育て支援課） 

福岡市博多区 

博多駅前 3-17-24 

092-413-7407 3,500 円/1 年間（12 回） 

※配布開始時期によって、1 歳 5 ヵ月までの 12 回となります。 

※社会保険出版社が直接自宅に郵送します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

家事支援（ささえあい訪問サービス） 

子育て中の家庭の家事援助（調理・洗濯・掃除など）のサービス利用の際に使用できます。 

サービス提供者 住所 電話番号 利用料 

九重町社会福祉協議会 九重町大字後野上 17 番地の 1 76-2500 500～700 円/30 分 

※事前に申請が必要です。 

※詳しくは社会福祉協議会へご相談ください。 

 

 

 

 

産後ケア事業 

出産後、安心して健やかに育児ができるよう助産師等による授乳指導や育児相談、休養等

のサポートをする、産後ケア事業利用の際に使用できます。 

サービス提供者 住所 利用料 

友成医院 

産後デイケア すみれ 
玖珠町大字塚脇１２８番地 

自己負担金 1,800 円/日 

（内食費相当分 800 円は対象外） 

※事前に保健福祉センターへの申請が必要です。（施設に直接申し込むことはできません。） 

 保健福祉センター 電話番号：76-3838 

※利用にはいくつかの条件があります。 

 

 

 

 

   フッ素塗布（保険外診療） 

 医療機関名 住所 電話番号 利用料 

九

重

町 

あそう歯科医院 九重町大字右田 3359 番地 76-2310 

各医療機関に

ご確認くださ

い。 

井上歯科医院 九重町大字右田 737 番地の 3 77-6851 

玉井歯科医院 九重町大字恵良 540 番地 76-2018 

飯田高原歯科診療所 九重町大字田野 1582 番地の 5 79-2888 

玖

珠

町 

秋吉歯科医院 玖珠町大字帆足 232 番地の 7 72-0421 

井上第二歯科医院 玖珠町大字塚脇 734 番地の 2 72-5983 

倉成歯科医院 玖珠町大字森 38 番地の 2 72-0450 

是永歯科医院 玖珠町大字帆足 233 番地の 18 72-1020 

相良歯科医院 玖珠町大字塚脇 348 番地の 1 72-0214 

たしろ歯科医院 玖珠町大字塚脇 181 番地の 4 72-3838 



長尾歯科 玖珠町大字帆足 279 番地 72-7122 

吉武歯科医院 玖珠町大字帆足 241 番地の 2 72-0615 

※ 上記以外の医療機関を利用した場合は一旦現金を支払い、後日役場に請求してください。 

 

 

 

 

   インフルエンザ予防接種・おたふく風邪予防接種 

 医療機関名 住所 電話番号 利用料 

九

重

町 

井上医院 九重町大字恵良 592 番地 76-2711 

各医療機関に

ご確認くださ

い。 

友成医院 九重町大字町田 557 番地の 1 78-8811 

飯田高原診療所 九重町大字田野 1271 番地 79-2138 

矢原医院 九重町大字右田 1028 番地の 11 77-6121 

玖

珠

町 

麻生消化器科内科 玖珠町大字山田 2289 番地の 1  72-7100 

荒木医院 玖珠町大字森 985 番地の 4 72-2466 

北山田クリニック 玖珠町大字戸畑 1667 番地の 1 73-2030 

玖珠記念病院 玖珠町大字塚脇 633 番地の 2 72-1127 

玖珠耳鼻咽喉科医院 玖珠町大字帆足 222 番地の 4 72-2851 

小中病院 玖珠町大字塚脇 123 番地 72-2167 

高田病院 玖珠町大字帆足 259 番地 72-2135 

武田医院 玖珠町大字森 955 番地 72-0170 

長内科小児科胃腸科医院 玖珠町大字帆足 232 番地の 8 72-2143 

友成医院 玖珠町大字塚脇 128 番地の 2 72-0330 

三池循環器内科クリニック  玖珠町大字塚脇 461 番地の 7 72-6101 

※ おたふく風邪予防接種の際にクーポンを利用される場合は、1 回 5,000 円を上限としま

す。 

※ おたふく風邪予防接種を行っていない医療機関もあります。事前に医療機関に確認して

ください。 

※ 接種される場合は、事前に医療機関へ予約することをおすすめします。 

※ 上記以外の医療機関を利用した場合は一旦現金を支払い、後日役場に請求してください。 

※ 他に助成事業を受けることができる場合は、そちらが優先となります。 

 

 



＜クーポン券の利用にあたっての注意事項＞ 

※ クーポン券は切り離し無効です。 

※ 利用料が５００円未満のサービスには利用できません。 

また、利用料金に５００円未満の端数が出た場合、その分は現金でお支払いください。 

※ サービス利用時に九重町から転出されている方は、クーポン券を利用できません。 

※ 九重町から大分県内に転出する方は、クーポン券の有効期間内であれば、残ったクーポ

ンを転出先の市町村で引き換えることができます。 

※ クーポンの紛失等による再発行はできません。 

※ その他クーポン冊子裏面の「使用上の注意」を読んでから使用してください。 

 

 

 

お問い合わせ先 

        九重町役場 子育て支援課 TEL：７６−３８２８  


